
学       科 募集開始 募集終了 訓練開始 訓練終了 実施施設 学べる内容 取得できる/目指せる資格

越

前

市

電気設備エンジニ

ア科

2/16

(月)

3/13

(金)

4/2

(木)

9/30

(水)

ポリテクセンター

福井

(越前市行松町)

■電気工事,エアコン施工

■模擬住宅配線・太陽光

■有接点シーケンス制御

■PLC制御

■消防設備

■CAD(電気設備)

■低圧電気取り扱い業務にかかる

特別教育

■第二種電気工事士

■消防設備士（甲･乙4類,乙6

類）

越

前

市

CAD・機械科

（職場体験付き）

2/16

(月)

3/13

(金)

4/2

(木)

10/30

(金)

ポリテクセンター

福井

(越前市行松町)

■機械製図･2次元CAD

■旋盤･フライス盤

■NC旋盤･マシニングセンタ

■職場体験

■技能検定3級

（普通旋盤、フライス盤、機械プラン

ト製図）

越

前

市

CAD・ものづくりサ

ポート科

2/16

(月)

3/13

(金)

4/2

(木)

10/30

(金)

ポリテクセンター

福井

(越前市行松町)

■機械製図･2次元CAD

■3次元CAD

■財務会計

■パソコン基本操作

■コンピュータサービス技能評価試験

（表計算部門2級･3級）

（ワープロ部門2級･3級）

■日商簿記3級

福

井

市

介護労働講習
（※雇用保険受給者

で残日数が一定以上で

ある方に限る）

3/2

(月)

5/29

(金)

6/16

(火)

11/25

(水)

福井県

社会福祉センター

(福井市光陽)

■介護福祉士実務者研修(450時

間)

■介護現場実習

■医療的ケア(演習)

■介護福祉士実務者研修

　■訓練内容等は変更になる場合があります

　■過去１年以内に職業訓練を受講された方は原則受講できません

　■求職者支援訓練は、公共職業訓練とは取り扱いが異なりますので、事前に必ず窓口にてお問い合わせください

『ジョブ・カード＆キャリアコンサルティング』のごあんない

公的職業訓練を受講希望の方に受けていただく『訓練前キャリアコンサルティング』はご存知でしょうか？

キャリアコンサルティングではジョブ・カード作成を通して興味･適性･能力等を明確化したり、

職業経験の棚卸しを行うことで自己理解を深め、適切な訓練の選択を支援します！

ジョブ・カードを作成しておくと、履歴書・職務経歴書の作成や面接でも役立ちます

問合せ先：ハローワーク福井1階　職業訓練コーナー　☎0776-52-8171

　■訓練日は平日毎日(月)～(金)で、9:00頃～16:00頃です。土日祝、年末年始はお休みです

ハローワーク福井より、ハロートレーニング（公的職業訓練）のごあんない

公共職業訓練 実施計画 ３/４更新

■毎週水曜日発行■

各訓練コースとも募集締切りの１週間前までに訓練窓口での初回の相談が必要となりますので、お早めにご相談下さい

訓練予定表の見方と注意点

■募集締切の1週間前までに訓練窓口での初回相談が必要です。お早めに訓練コーナー窓口へお越しください

■資格は、受講することで取得(修了)可能なものと、任意で受験するものとがあります(受験費用は自己負担)

フッキー
（ハローワーク福井公式キャラクター）ハロハロ

（ハローワーク福井公式キャラクター）



学       科 募集開始 募集終了 訓練開始 訓練終了 実施施設 学べる内容 取得できる/目指せる資格

福

井

市

グラフィックデザイ

ナー養成科

3/3

(火)

4/2

(木)

4/22

(水)

8/21

(金)
セーレンコスモ(株)

(福井市春日)

■デザイン制作概論,実習

■カラー概論

■フォトショップ実習

■イラストレータ実習

■HP制作実習

■ポートフォリオ制作

■色彩検定試験2級

■Illustratorクリエイター能力認定

試験

エキスパート

■Photoshopクリエイター能力認定

試験

エキスパート

　ハロートレーニング受講までの流れ

ハローワーク福井より、ハロートレーニング（公的職業訓練）のごあんない

求職者支援訓練 実施計画 ３/４更新

■毎週水曜日発行■

各訓練コースとも募集締切りの１週間前までに訓練窓口での初回の相談が必要となりますので、お早めにご相談ください

訓練予定表の見方と注意点

■募集締切の1週間前までに訓練窓口での初回相談が必要です。お早めに訓練コーナー窓口へお越しください

■資格は、受講することで取得(修了)可能なものと、任意で受験するものとがあります(受験費用は自己負担)

求職者支援制度のごあんない

雇用保険を受給できない方(受給終了した方も含む)が 職業訓練を受講する場合

一定の要件を満たせば 職業訓練受講給付金(月10万円＋通所手当＋寄宿手当) が支給されます

※ 支給要件等の詳細は 職業訓練コーナーでご相談・ご確認ください

ハローワーク福井1階 職業相談サービス第二部門内

職業訓練コーナー 0776-52-8171

１ ハローワークへの求職申込
２ ハローワークでの職業相談と

訓練セミナーへの参加

６ 選考会

３ 訓練コース選択

４ 訓練前キャリアコンサルティング

(ジョブ・カード作成) ５ 受講申し込み

７ 合格発表 ８ ハローワークの
受講指示(推薦),支援指示

９ 受講開始


